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(57)【要約】
【課題】  使用可能な端末及びユーザを特定できるよう
にすると共に、他のユーザにより制御情報が変更されな
いようにできる制御システムを提供する。
【解決手段】  内視鏡システム１の電気メス等の複数の
医療機器を制御するシステムコントローラ１７にはＵＳ
Ｂ２５によりＰＤＡスロット１６が接続され、このＰＤ
Ａスロット１６にＰＤＡ１５が装着されると、システム
コントローラ１７のＭＰＵ２８はＰＤＡ端末登録／識別
ソフトウェア２７によりＰＤＡ１５が登録されたもので
あるか、また登録されたユーザであるかの識別を行い、
これらが登録された場合に限り、ＰＤＡ１５のＧＵＩソ
フトウェア２６が起動してユーザはＰＤＡ１５により各
種の医療機器の動作の制御を行うことが可能になると共
に、制御情報を記録する場合、ユーザ毎に異なる領域で
記録装置３３に記録することで、各ユーザの制御情報が
他のユーザにより変更されるようなことを防止可能にし
た。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被制御装置を制御可能な制御装置を有す
る制御システムにおいて、
前記制御装置に設けられ、前記被制御装置を所定の動作
状態に制御するための制御情報を記録可能な記録手段
と、
前記制御装置に設けられ、前記記録手段に記録される前
記制御情報を送受信可能な第１の通信手段と、
前記第１の通信手段に対して前記制御情報を送受信可能
な第２の通信手段を有する端末装置と、
前記端末装置の前記第２の通信手段から送信されて前記
第１の通信手段で受信された情報に基づいて前記端末装
置及び端末装置を使用するユーザを判別する、前記制御
装置に設けられた判別手段と、
前記判別手段の判別結果に基づき、前記記録手段の記録
領域を制御する記録制御手段と、
を具備したことを特徴とする制御システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡システム等、
被制御装置とそれを制御する制御装置とから構成される
制御システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】一般的な内視鏡手術システムでは、観察
を行うための内視鏡、内視鏡に接続されるカメラヘッ
ド、カメラヘッドで撮影した画像信号を処理する内視鏡
用ＴＶカメラ装置、被写体へ照明光を供給する光源装
置、被写体画像を表示するモニタ、腹腔内を膨張させる
ために用いる気腹装置、手技を行うための処理装置であ
り生体組織を切除あるいは凝固する高周波焼灼装置（以
下、電気メス）等を備えている。
【０００３】そして、被検部位へ内視鏡を挿入し、光源
装置からの照明光を被写体へ照射して内視鏡で被写体の
光学像を得て、カメラヘッドで撮影した被写体像の画像
信号を内視鏡カメラ装置で信号処理してモニタに映し出
した被処置部位を観察しながら各種処置が行われるよう
になっている。従来、これらの各装置は同時に使用さ
れ、各装置が個々に操作、制御されて繁雑なっていた。
【０００４】このため、特開平７－３０３６５４号公報
において開示されるような、複数の被制御装置を備えた
システムにおいて、複数の装置を容易に操作、制御し、
システムの操作性を向上させるために、被制御装置を手
元で一括操作するためのシステムコントローラ、表示装
置、操作装置などを設けたシステム制御装置が使用され
ている。
【０００５】また、特開平９－３１９４０９号公報にお
いて開示されているシステムにおいては、立ち上げ時の
各被制御装置の設定を簡潔に行うため、予め使用者が各
装置の設定値を一括して入力／登録し、立ち上げ時に登
録されたデータを呼び出して自動的に各装置を設定する
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自動設定機能が設けられている。
【０００６】さらに、特願２００１－３２７４５号公報
において開示されているシステムにおいては、システム
装置において、ユーザの操作来歴やコメント、各種被制
御装置の故障情報等のシステム情報を記録する記録機能
が設けられている。また、特願２００１－２５０５０７
号公報において開示されているシステムにおいては、各
医療機器のメンテナンス情報を容易に外部に取り出すこ
とのできるシステムが提案されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】従来のシステム制御装
置においては、操作装置がシステムに常に接続された状
態となっており、システムの電源を入れさえすれば誰で
も使用することができるため、ユーザが設定登録したデ
ータを他のユーザにより変更されてしまう虞があった。
【０００８】また、操作装置は専用のものに限定されて
しまい、そこに出力される情報はシステムにより一意的
に決定されてしまっていた。さらに、各種システム情報
を外部の別端末に出力する際、別端末の記録容量が少な
い場合、出力すべき情報をユーザが一々選択する必要が
あった。
【０００９】（発明の目的）本発明は上記問題に鑑み、
使用する端末装置及びユーザを特定できるようにすると
共に、他のユーザにより制御情報が変更されないように
できる制御システムを提供することを目的とする。
【００１０】また、出力情報をユーザが自由に変更でき
る制御システムを提供することを目的とする。さらに、
システム情報を別端末に出力する際の、情報の出力を容
易にすることができる制御システムを提供することを目
的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】被制御装置を制御可能な
制御装置を有する制御システムにおいて、前記制御装置
に設けられ、前記被制御装置を所定の動作状態に制御す
るための制御情報を記録可能な記録手段と、前記制御装
置に設けられ、前記記録手段に記録される前記制御情報
を送受信可能な第１の通信手段と、前記第１の通信手段
に対して前記制御情報を送受信可能な第２の通信手段を
有する端末装置と、前記端末装置の前記第２の通信手段
から送信されて前記第１の通信手段で受信された情報に
基づいて前記端末装置及び端末装置を使用するユーザを
判別する、前記制御装置に設けられた判別手段と、前記
判別手段の判別結果に基づき、前記記録手段の記録領域
を制御する記録制御手段と、を具備したことにより、特
定の端末装置とユーザ登録を受けた特定のユーザのみが
判別手段で判別されて使用することができ、またユーザ
に応じて記録領域を制限するようにしているので、他の
ユーザによる制御情報の更新等を防止することができる
ようにしている。
【００１２】
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【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図６は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態の内視鏡シ
ステムの全体構成を示し、図２はシステムコントローラ
の内部構成の概略を示し、図３はＰＤＡのメイン画面を
示し、図４はＰＤＡの情報を登録／識別する動作の内容
を示し、図５はＰＤＡのパスワードの入力画面を示し、
図６はＰＤＡのパスワードの識別情報入力画面を示す。
【００１３】図１に示す本発明の制御システムの第１の
実施の形態の内視鏡システム１は、患者３が横たわる患
者ベッド２の両側に配置された第１カート４及び第２カ
ート５に医療機器群を搭載して形成されている。
【００１４】第１カート４には医療機器として例えば電
気メス６、気腹装置７、内視鏡用ＴＶカメラ装置（以
下、ＴＶカメラと略記）８Ａ、光源装置（光源と略記）
９Ａ、ＶＴＲ１０などの装置、及び、二酸化炭素などの
ガスボンベ１１、内視鏡画像などを表示する例えばＴＶ
モニタ１２Ａ、術中のあらゆるデータを選択的に表示さ
せることが可能な集中表示パネル１３Ａ、例えば液晶デ
ィスプレイなどの表示部及びこの表示部の上に一体的に
設けられた例えばタッチセンサにより構成され、非滅菌
域にいる看護婦等が操作する集中操作手段となる操作パ
ネル１４が載置されている。
【００１５】また、この第１カート４には、携帯操作が
し易い汎用（一般）の携帯操作端末、具体的にはパーソ
ナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡと略記）１５を
装着可能とするＰＤＡスロット１６が設けてある。
【００１６】上記電気メス６、気腹器７、ＴＶカメラ８
Ａ、光源９Ａ、ＶＴＲ１０はカート４に載置されたシス
テム全体の制御を行う集中制御手段であるシステムコン
トローラ１７に図示しない通信線を介して接続されてい
る。また、上記光源９Ａは照明光を伝送するライトガイ
ドケーブル１８Ａを介して第１の内視鏡１９Ａに接続さ
れ、光源９Ａの照明光を第１の内視鏡１９Ａ（のライト
ガイド）に供給し、この第１の内視鏡１９Ａの挿入部が
刺入された患者３の腹部内の患部等を照明する。
【００１７】この第１の内視鏡１９Ａの接眼部には撮像
素子を備えたカメラヘッド２０Ａが装着され、第１の内
視鏡１９Ａの観察光学系による患部等の光学像をカメラ
ヘッド２０Ａ内の撮像素子で撮像し、カメラケーブル２
１Ａを介してＴＶカメラ８Ａに伝送し、ＴＶカメラ８Ａ
内の信号処理回路で信号処理して、映像信号を生成して
ＴＶモニタ１２Ａに出力して患部等の内視鏡画像を表示
できるようにしている。
【００１８】一方、前記第２カート５にはＴＶカメラ８
Ｂ、光源９Ｂなどの装置及びＴＶカメラ８Ｂでとらえた
内視鏡画像等を表示するＴＶモニタ１２Ｂ及び術中のあ
らゆるデータを選択的に表示させることが可能な第２集
中表示パネル１３Ｂが載置されている。
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【００１９】また、前記光源９Ｂは照明光を伝送するラ
イトガイドケーブル１８Ｂを介して第２の内視鏡１９Ｂ
に接続され、光源９Ｂの照明光を第２の内視鏡１９Ｂ
（のライトガイド）に供給し、この第２の内視鏡１９Ｂ
の挿入部が刺入された患者３の腹部内の患部等を照明す
る。
【００２０】この第２の内視鏡１９Ｂの接眼部には撮像
素子を備えたカメラヘッド２０Ｂが装着され、第２の内
視鏡１９Ｂの観察光学系による患部等の光学像をカメラ
ヘッド２０Ｂ内の撮像素子で撮像し、カメラケーブル２
１Ｂを介してＴＶカメラ８Ｂに伝送し、ＴＶカメラ８Ｂ
内の信号処理回路で信号処理して、映像信号を生成して
ＴＶモニタ１２Ｂに出力して患部等の内視鏡画像を表示
できるようにしている。
【００２１】これらＴＶカメラ装置８Ｂ、光源９Ｂ等の
装置は、第２カート５に載置された中継ユニット２２に
図示しない通信線を介して接続されている。また、この
中継ユニット２１と前記システムコントローラ１７とは
中継ケーブル２３によって接続されている。
【００２２】このことにより、第２カート５に搭載され
ている前記ＴＶカメラ８Ｂ、光源９Ｂ、そして第１カー
ト４に搭載されている電気メス６、気腹器７、ＴＶカメ
ラ８Ａ、光源９Ａ、ＶＴＲ１０の医療装置群（被制御装
置群）は前記システムコントローラ１７によって集中制
御されるようになっている。
【００２３】また、患者ベッド２付近には集中操作手段
としてリモートコントローラ２４が設けてあり、通信線
を介してシステムコントローラ１７と接続され、各種の
制御操作を行えるようになっている。また、システムコ
ントローラ１７とＰＤＡスロット１６とはユニバーサル
・シリアル・バス（以下、ＵＳＢ）２５（図２参照）で
接続されており、ＰＤＡスロット１６にＰＤＡ１５が挿
入されるとプラグ・アンド・プレイ（以下、ＰｎＰ）機
能により認識できるようにしている。
【００２４】このシステムコントローラ１７で各装置と
の通信が成立している場合、前記操作パネル１４の液晶
ディスプレイ上に、接続されている装置の設定状態や操
作スイッチなどの設定画面を表示させると共に、所望の
操作スイッチに触れて所定量域のタッチセンサを操作す
ることによって設定値の変更などの操作入力を行えるよ
うになっている。上記ＰＤＡ１５には内視鏡システム１
を制御するためのグラフィカル・ユーザ・インターフェ
ース（以下、ＧＵＩ）ソフトウェア２６（図２参照）が
インストールされている。
【００２５】そして、認識したＰＤＡ１５がシステムコ
ントローラ１７のＰＤＡ端末情報登録／識別ソフトウェ
アソフトウェア２７（図２参照）により登録されたもの
であり、かつ認証されたユーザであれば、ＰＤＡ１５の
画面に表示されたＧＵＩソフトウェア２６を用いて各種
医療装置群を制御することができる。図３はＧＵＩソフ
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トウェア２６がインストールされたＰＤＡ１５を起動し
た場合のメイン画面を示す。
【００２６】図２は複数のユーザで使用できるように、
ユーザの特定を行う機能及び端末を識別する識別機能
（判別機能）を設け、識別された場合にのみ使用できる
ようにしたシステムコントローラ１７の内部構成の概略
を示したものである。システムコントローラ１７の内部
には各種処理を実行するためのＭＰＵ２８、メモリ２９
を含む処理装置３０、各種医療装置群を制御するための
制御ソフトウェア３１やＰＤＡ１５の端末情報を登録／
識別するためのソフトウェア２７、ユーザ別情報記録領
域３２などを記憶しておくことのできる記録装置３３が
存在する。
【００２７】本実施の形態では、（後述のようにユーザ
の認証とＰＤＡ１５の識別とを行い、登録されたユーザ
のみが特定のＰＤＡ１５のみを用いてシステムコントロ
ーラ１７を制御可能にすると共に）、登録されたユーザ
別の情報記録領域３２を設けるようにして、ユーザ毎に
異なる情報記録領域を使用することにより、他のユーザ
により設定情報或いは制御情報が変更されるようなこと
を防止して、それぞれのユーザがそれぞれ設定した設定
情報（或いは制御情報）を確実に使用できるようにして
いる。
【００２８】システムコントローラ１７とＰＤＡスロッ
ト１６とは、送信及び受信つまり双方向の通信が可能な
通信手段、例えばユニバーサル・シリアル・バス（以
下、ＵＳＢ）２５で接続されており、ＰＤＡスロット１
６にはＰＤＡ１５が挿入されるとプラグ・アンド・プレ
イ（以下、ＰｎＰ）機能により認識する。認識したＰＤ
Ａ１５がシステムコントローラ１７のソフトウェア２７
により登録されたものであれば（但し、ユーザ認証され
ることも必要）、ＰＤＡ１５の画面に表示されたＧＵＩ
ソフトウェア２６を用いて各種医療装置群を制御するこ
とができる。
【００２９】本実施の形態では、電気メス６等１つ以上
の医療機器（医療装置）と、該医療機器を制御するシス
テムコントローラ１７と、一般向けの携帯端末としての
例えばＰＤＡ１５と、前記システムコントローラ１７と
前記ＰＤＡ１５で通信を行うためのＵＳＢ２５等の通信
手段と、前記システムコントローラ１７と通信可能な前
記ＰＤＡ１５及びユーザとを識別するための識別手段
（識別用ソフトウェア）と、前記システムコントローラ
１７を制御するために必要な前記ＰＤＡ用ソフトウェア
２６と、ユーザ毎に使用できるシステムコントローラ１
７側の記録装置３３の領域を制御する記録装置領域制御
手段としてのＭＰＵ２８を備えた処理装置３０とを備え
た構成にして、登録された特定のＰＤＡ１５のみで、か
つユーザ登録を受けた特定のユーザのみが使用すること
ができるようにして、またユーザが設定情報等を記録す
る場合、ユーザ毎に記録領域を設定するようにして他の
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ユーザによる設定情報等の更新を防止することができる
ようにしている。
【００３０】また、システムコントローラ１７の制御に
一般向けＰＤＡ１５を用いることで、そこに出力したい
情報に合わせてユーザがＰＤＡ１５の表示形態等を選択
できるようにしている。図４はＰＤＡ１５の情報を登録
／識別するためのソフトウェア２７による登録と識別の
動作の流れ図を示したものである。まず、図４（Ａ）の
ＰＤＡ１５の登録方法から説明する。
【００３１】既にシステムコントローラ１７に登録され
ているＰＤＡ１５を用意し、ＰＤＡスロット１６に挿入
する。ＧＵＩソフトウェア２６で情報登録モードを選択
し（ステップＳ１）すると、図５に示すパスワードの入
力画面になる。このパスワードの入力画面ではパスワー
ドの入力を促す表示が行われ、その表示に従ってユーザ
固有のパスワードの入力を行う（ステップＳ２）。
【００３２】従って、その下側に表示されるキーボード
からユーザ固有のパスワードの入力を行い、照合ボタン
を押すとパスワード照合が行われる。なお、パスワード
を知らない場合、新たにＰＤＡ１５の情報登録を行うこ
とはできない。
【００３３】パスワードの照合がＯＫとなり、この照合
が完了すると、図６に示す携帯端末としてのＰＤＡ１５
の識別情報入力画面が表示される（ステップＳ３）。そ
して、実際に使用するＰＤＡ１５の識別情報の入力を促
す表示が行われるので、識別情報の入力を行う（ステッ
プＳ４）。ここでは識別情報として各ＰＤＡ１５に固有
の例えばＭＡＣアドレスを入力する。
【００３４】また同時に、対応言語選択ボタン３４によ
り登録するＰＤＡ１５が挿入された際に表示する言語情
報を、出力サウンドボタン３５により登録するＰＤＡ１
５が挿入された際に出力するサウンド情報を登録する。
これによりシステムコントローラ１７のハードウェア性
能に依存することなく、ユーザの好みに応じた情報表示
および音声の出力が可能となる。
【００３５】入力後、或いは入力前にキャンセルボタン
３６を押すことにより登録を取りやめることができ、こ
のキャンセルボタン３６を押すとステップＳ１に戻る
（ステップＳ５）識別情報の入力、対応言語等の選択を
行った後、登録確認ボタン３７を押すと登録確認画面が
表示され（ステップＳ６）、ＯＫの場合は識別情報の登
録を完了し（ステップＳ７）、ＮＧの場合はステップＳ
４に戻り、識別情報の再入力を行う。このようにして、
ＰＤＡ１５の識別登録を完了できる。なお、ＰＤＡ１５
の識別を先に行い、その後にユーザの認証を行うように
しても良い。
【００３６】次に図４（Ｂ）のＰＤＡ識別の動作を説明
する。システムコントローラ１７の電源がＯＮされると
（ステップＳ１１）、ステップＳ１２のＰＤＡ端末登録
／識別ソフトウェア２７のＰＤＡ端末識別プログラムが
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7
起動し、ステップＳ１３のＰＤＡ１５がＰＤＡスロット
１６に挿入されているかの判断を行い、挿入されるのを
待つ。
【００３７】そして、ＰＤＡ１５がＰＤＡスロット１６
に挿入された場合には、ＰＤＡ１５の識別処理を行う
（ステップＳ１４）。ユーザはパスワード、ＰＤＡ識別
情報を入力し、それが誤っていると、エラーメッセージ
表示を行い（ステップＳ１５）、ステップＳ１４に戻る
ので、再度正しいパスワード、ＰＤＡ識別情報を入力す
る。
【００３８】正しいパスワード、ＰＤＡ識別情報を入力
した場合には、ステップＳ１６に示すようにＰＤＡ１５
のアプリケーションが起動し、システムコントローラ１
７と設定情報（或いは制御情報）を送受信が可能とな
り、各種医療装置を制御操作することができる状態にな
る。このＰＤＡ識別処理が完了する。アプリケーション
が起動した画面は図３のようになり、電気メス６、ＴＶ
カメラ８Ａ（図３ではＴＶカメラ１）等、システムコン
トローラ１７と制御可能に接続されている医療装置が表
示され、各種の医療装置を制御することができる。
【００３９】例えば電気メス６を選択して、その電気メ
ス６の設定状態等の情報をシステムコントローラ１７側
から受信してその状態をＰＤＡ１５の表示画面に表示し
たり、ＰＤＡ１５から設定データを変更する指示をし
て、その指示情報をシステムコントローラ１７に送信
し、電気メス６等の状態の変更や動作を制御したりする
ことができる。
【００４０】また、この場合の表示内容はシステムコン
トローラ１７に依存しない表示内容にすることもでき、
表示内容をユーザが選択ことができる等、ユーザが使い
易いものに設定できる。
【００４１】また各種の医療装置の設定を行い、その設
定情報或いは制御情報を記録することができる。この場
合、システムコントローラ１７に設けた記録装置３３に
おけるユーザ毎に異なった領域（具体的には図２のユー
ザ別情報記録領域３２）に記録される。従って、あるユ
ーザが他のユーザによる設定情報或いは制御情報を変更
するようなことを確実に防止することができる。
【００４２】つまり、各ユーザはそのユーザにより設定
して記録した情報を次回にも使用することができ、各ユ
ーザにとって使い易い環境を提供できるようにしてい
る。
【００４３】本実施の形態は以下の効果を有する。この
ように本実施の形態によれば、登録された携帯端末のみ
でかつ登録された（認証された）ユーザのみがシステム
コントローラ１７と設定情報（或いは制御情報）の送受
を行えるようにして、ユーザにとって使い易いシステム
を実現できる。また、認証されたユーザ毎にシステム１
の設定情報（或いは制御情報）の記録領域を異なるよう
にして、各ユーザによる設定情報（或いは制御情報）を
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他のユーザが変更してしまうようなことを確実に防止す
ることができる。
【００４４】また、携帯端末側のソフトウェアにより、
システム１のソフトウェアに制約されないで、携帯端末
に表示される視覚的な情報及び聴覚的（音声）の情報を
ユーザの好みに応じて変更或いは選択でき、使い勝手の
よいシステムを実現することができる。
【００４５】なお、本実施の形態ではＰＤＡスロット１
６とシステムコントローラ１７はＵＳＢ２５で接続した
が、ＬＡＮやＩＥＥＥ１３９４等他の通信手段で接続し
ても良い。また、ＰＤＡ１５の識別情報としてＭＡＣア
ドレスとしたが、シリアルナンバの情報を用いても良
い。
【００４６】なお、本実施の形態では、ユーザ毎に設定
情報の記録領域が異なるようにする例で説明したが、予
め設定した基準の設定情報を認証されたユーザが自由に
使用できるようにしても良い。
【００４７】つまり、認証されたユーザはそのユーザが
設定した情報の他に、基準となる設定情報で設定するこ
ともできるようにしても良い。このようにすると、ユー
ザによる選択使用の自由度を広くできる。また、リセッ
ト操作などにより、基準となる設定情報で動作させるこ
とができるようにしても良い。
【００４８】（第２の実施の形態）次に本発明の第２の
実施の形態を図７及び図８を参照して説明する。本実施
の形態を備えた内視鏡システムの構成は図１と同じであ
るので、第１の実施の形態で説明した同じ構成要素は同
じ符号を用いて説明する。本実施の形態では、さらにＰ
ＤＡ１５を用いて操作する場合、システムコントロ－ラ
１７側からＰＤＡ１５に送信されるシステム情報をＰＤ
Ａ１５の空き容量に応じて簡単にできるようにしたもの
である。
【００４９】なお、このシステム情報とは、内視鏡シス
テム１において操作されたユーザの操作来歴や、各種被
制御装置自身のハード的な故障情報、システムコントロ
ーラ１７との通信や各種被制御装置同士の連動に伴うエ
ラー情報、エラー発生時におけるＴＶカメラ画像などを
指す。
【００５０】次にシステム情報送信動作を示す図７のフ
ローチャートを参照して説明する。まず、システム情報
をシステムコントローラ１７からＰＤＡ１５に出力した
い場合、ＧＵＩソフトウェア２７においてシステム情報
送信画面（図８）を選択する（ステップＳ３１）。
【００５１】この画面が選択されるとＰＤＡ１５は自分
の持っている記録装置の空き容量Ａのサイズを解析し、
システム情報送信画面（図８）上に表示する（ステップ
Ｓ３２）。また同時に、システムコントローラ１７も自
分の記録装置３３に記録したシステム情報の容量Ｂのサ
イズを解析し、システム情報送信画面（図８）上に表示
して確認する（ステップＳ３３）。
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9
【００５２】そして、システム情報の容量Ｂに対するＰ
ＤＡ１５の記録装置３３の空き容量Ａの大小関係を判断
する（ステップＳ３４）。図８の例では、ＰＤＡ１５の
記録装置３３の空き容量Ａよりもシステム情報の容量Ｂ
のサイズがより大きい場合の画面で示している。
【００５３】ＰＤＡ１５の空き容量Ａのサイズがシステ
ム情報の容量Ｂのサイズより大きい場合（つまりＡ＞Ｂ
の場合）は、図８のシステム情報送信画面には情報圧縮
ボタン４１は表示されず、情報送信ボタン４２のみが表
示され、情報送信ボタン４２の操作入力により全情報の
送信が行われる（ステップＳ３５）。
【００５４】ＰＤＡ１５の空き容量Ａのサイズがシステ
ム情報の容量Ｂのサイズ以下の場合（つまりＡ≦Ｂの場
合）は、情報圧縮ボタン４１が表示される。そして、こ
の状態ではシステムコントローラ１７は圧縮送信の操作
入力がされるか否かの判断を行う（ステップＳ３６）。
【００５５】この情報圧縮ボタン４１の操作入力がなく
情報送信ボタン４２が入力された場合、システムコント
ローラ１７は最新のシステム情報からＰＤＡ１５の空き
容量サイズ分のデータを送信する（ステップＳ３７）。
【００５６】一方、情報圧縮ボタン４１が操作入力され
た場合、システムコントローラ１７はシステム情報の圧
縮を実行し、圧縮後の容量Ｃのサイズを解析し、システ
ム情報送信画面（図８）上の表示を更新し、その容量Ｃ
を確認する（ステップＳ３８）。
【００５７】そして、圧縮されたシステム情報の容量Ｃ
に対するＰＤＡ１５の記録装置３３の空き容量Ａの大小
関係を判断する（ステップＳ３９）。ＰＤＡ１５の空き
容量Ａのサイズが圧縮されたシステム情報の容量Ｃのサ
イズより大きい場合（つまりＡ＞Ｃの場合）は、圧縮さ
れた全システム情報を送信し（ステップＳ４０）する。
【００５８】一方、ＰＤＡ１５の空き容量Ａのサイズが
圧縮されたシステム情報の容量Ｃのサイズ以下の場合
（つまりＡ≦Ｃの場合）は、システム情報送信画面（図
８）上に圧縮してもＰＤＡ１５に入りきらない旨のメッ
セージを表示し、システムコントローラ１７は最新のシ
ステム情報からＰＤＡ１５の空き容量サイズ分のデータ
を送信する。その後はＰＤＡ１５により医療装置を制御
操作を行う状態となる。
【００５９】本実施の形態では、データの圧縮について
はユーザによる選択式としたが、システムコントローラ
１７側で自動判別するようにソフトウェアを用意しても
良い。
【００６０】つまり、少なくとも１つ以上の機器及び該
機器を制御するシステムコントローラ１７と、一般向け
の携帯端末と、前記システムコントローラ１７と前記携
帯端末で通信を行うための通信手段と、前記システムコ
ントローラ１７を制御するために必要な前記携帯端末用
ソフトウェア２６と、前記システムコントローラ１７に
おいてシステム情報を記録するシステム情報記録手段
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と、前記システムコントローラ１７において前記携帯端
末の記録容量を確認する情報確認手段と、前記情報確認
手段により確認された記録容量情報に応じて、出力する
情報を自動的に選択して送信する送信手段とで構成する
ことにより、特に携帯端末の記録容量がシステム情報よ
り少ない場合においても、携帯端末側に出力するデータ
を一々選択する等の煩わしい作業が発生せず、簡単にシ
ステム情報を携帯端末側に出力できる。なお、ユーザに
よる選択設定により、ユーザが選択設定したモードに応
じてシステム情報の送信を自動或いはマニュアル選択で
行うようにしても良い。
【００６１】本実施の形態は以下の効果を有する。本実
施の形態によれば、第１の実施の形態の効果の他に、シ
ステム情報を端末装置に出力（送出）する場合、簡単な
操作でそのシステム情報を出力することができる。ま
た、データの圧縮を選択式でなく、システムコントロー
ラ１７側で自動判別するようにすれば、より容易にシス
テム情報を出力することができる。
【００６２】［付記］
０．被制御装置を制御可能な制御装置を有する制御シス
テムにおいて、前記制御装置に設けられ、前記被制御装
置を所定の動作状態に制御するための制御情報を記録可
能な記録手段と、前記制御装置に設けられ、前記記録手
段に記録される前記制御情報を送受信可能な第１の通信
手段と、前記第１の通信手段に対して前記制御情報を送
受信可能な第２の通信手段を有する端末装置と、前記端
末装置の前記第２の通信手段から送信されて前記第１の
通信手段で受信された情報に基づいて前記端末装置を判
別する、前記制御装置に設けられた判別手段と、前記判
別手段の判別結果に基づき、前記記録手段の記録領域を
制御する記録制御手段と、を具備したことを特徴とする
制御システム。
１．少なくとも１以上の周辺機器を制御するシステムコ
ントローラと、一般向けの携帯端末と、前記システムコ
ントローラと前記携帯端末で通信を行うための通信手段
と、前記システムコントローラと通信可能な前記携帯端
末を識別するための識別手段と、前記システムコントロ
ーラを制御するために必要な前記携帯端末用ソフトウェ
アと、ユーザ毎に使用できる記録装置領域を制御する記
録装置領域制御手段と、からなることを特徴とする制御
システム。
【００６３】２．少なくとも１以上の周辺機器を制御す
るシステムコントローラと、一般向けの携帯端末と、前
記システムコントローラと前記携帯端末で通信を行うた
めの通信手段と、前記システムコントローラを制御する
ために必要な前記携帯端末用ソフトウェアと、前記シス
テムコントローラにおいてシステム情報を記録するシス
テム情報記録手段と、前記システムコントローラにおい
て前記携帯端末の記録容量を確認する情報確認手段と、
前記情報確定手段により確認された記録容量情報に応じ
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て、出力する情報を自動的に選択して送信する送信手段
と、からなることを特徴とする制御システム。
【００６４】３．付記１において、前記システム情報は
周辺機器の操作来歴であることを特徴とする。
４．付記１において、前記システム情報は周辺機器の故
障情報であることを特徴とする。
５．付記１において、前記システム情報は周辺機器異常
状態に伴うエラー情報であることを特徴とする。
６．付記１において、前記システム情報はユーザが入力
したコメントであることを特徴とする。
【００６５】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、被
制御装置を制御可能な制御装置を有する制御システムに
おいて、前記制御装置に設けられ、前記被制御装置を所
定の動作状態に制御するための制御情報を記録可能な記
録手段と、前記制御装置に設けられ、前記記録手段に記
録される前記制御情報を送受信可能な第１の通信手段
と、前記第１の通信手段に対して前記制御情報を送受信
可能な第２の通信手段を有する端末装置と、前記端末装
置の前記第２の通信手段から送信されて前記第１の通信
手段で受信された情報に基づいて前記端末装置及び端末
装置を使用するユーザを判別する、前記制御装置に設け
られた判別手段と、前記判別手段の判別結果に基づき、
前記記録手段の記録領域を制御する記録制御手段と、を
具備しているので、特定の端末装置とユーザ登録を受け
た特定のユーザのみが判別手段で判別されて使用するこ
とができ、またユーザに応じて記録領域を制限するよう
にしているので、他のユーザによる制御情報の更新等を
防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の内視鏡システムの
全体構成を示す図。
【図２】システムコントローラの内部構成の概略図。
【図３】ＰＤＡのメイン画面を示す図。
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【図４】ＰＤＡの情報を登録／識別する動作の内容を示
すフローチャート図。
【図５】ＰＤＡのパスワードの入力画面を示す図。
【図６】ＰＤＡのパスワードの識別情報入力画面を示す
図。
【図７】本発明の第２の実施の形態におけるシステム情
報送信の動作内容を示すフローチャート図。
【図８】システム情報送信時におけるＰＤＡ空き容量よ
りシステム情報の容量の方が大きい場合の画面を示す
図。
【符号の説明】
１…内視鏡システム
３…患者
４，５…カート
６…電気メス
７…気腹器
８Ａ、８Ｂ…（内視鏡用）ＴＶカメラ
９Ａ、９Ｂ…光源
１５…ＰＤＡ
１６…ＰＤＡスロット
１７…システムコントローラ
１９Ａ、１９Ｂ…内視鏡
２５…ＵＳＢ
２６…ＧＵＩソフトウェア
２７…ＰＤＡ端末登録／識別ソフトウェア
２８…ＭＰＵ
２９…メモリ
３０…処理装置
３１…制御ソフトウェア
３２…ユーザ別情報記録領域
３３…記録装置
３４…対応言語選択ボタン
３５…出力サウンドボタン
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